
雇用保険に関する取り扱いについて 

（Ⅰ）雇用保険を受給しない、受給できない、受給延⻑する場合 

添付書類：①離職票１・２のコピー 
②雇用保険失業給付に係る誓約書 

 

（Ⅱ）雇用保険を受給する場合 

添付書類：雇用保険受給資格者証のコピー 
基本日額が基準額未満の場合：認定します。 
基本日額が基準額以上の場合：待期期間、給付制限期間のみ認定します。 
保険証の有効期限が給付制限期間終了日となります。 
資格喪失日は給付制限期間終了日翌日となります。 
喪失月前月に資格喪失通知を送付します。 
※基準額 3,612 円／日（130 万円÷360 日） 
     4,167 円／日（150 万円÷360 日）(配偶者を除く、19歳以上23歳未満) 

5,000 円／日（180 万円÷360 日）(60 歳以上) 

 

（例外）雇用保険受給資格者証のコピーが添付できない場合（離職票手続き中など） 
退職証明書など退職が分かる書類を添付いただき、健保組合にて資格証明書を発行します。 
(1ヵ月有効期限付)。 
雇用保険受給資格者証のコピー提出後、基本日額を確認してから保険証を発行します。 

 

（Ⅲ）雇用保険未加入の場合 

添付書類：退職日が分かる書類、雇用保険未加入が分かる書類 



歳

　

・雇用保険又は公務員の失業者退職手当を受給せず、

　被扶養者認定を希望される方

・雇用保険又は公務員の失業者退職手当を受給延長し、

　その期間被扶養者認定を希望される方
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1.雇用保険（失業給付）又は公務員の失業者退職手当（扶養認定基準額以上）を受給開始する場合は、
　速やかに被扶養者削除の届出を行います。
　※被扶養者削除日は原則『雇用保険受給開始日』又は『（公務員）失業者退職手当開始日』となります。

2.被扶養者削除の届出を怠った場合、その間の医療費等については全額返還いたします。

【誓約書提出が必要となる方】　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

失業給付又は公務員の失業者退職手当の受給資格を持つ方の扶養認定について

　健康保険の被扶養者認定基準のひとつに収入面の要件が設けられており、雇用保険（失業給付）又は公務員
の失業者退職手当も収入として扱われます。扶養認定基準額（日額3,612円（60歳以上・一定の障害を持つ方は
5,000円））以上の雇用保険又は失業者退職手当を受給開始する場合は、被扶養者として認定することができま
せん。
　扶養認定基準額以上の雇用保険又は失業者退職手当の受給資格を持つ方が被扶養者認定を希望する場合
は、①受給開始前の期間のみ被扶養者認定を希望する、②受給しない、③受給延長する、いずれかの対応が条
件となります。
　①の場合は『雇用保険受給資格者証の写し』又は『失業者退職手当受給資格者証の写し』、②または③の場合
は『雇用保険（失業給付）又は公務員の失業者退職手当に係る誓約書』を、「被扶養者（異動増）届」に添付して
ご提出ください。

月 日

例：長男、養子ﾌﾘｶﾞﾅ

年

被保険者氏名
被保険者

TEL
　　　　　　　（　　　　　　　　　　）

認定対象者氏名 生年月日 年　齢 性　別 続　柄

日

記号・番号
（保険証左上に記載）

－ 事業所名

雇用保険（失業給付）又は公務員の失業者退職手当　に係る誓約書

被扶養者異動（増）の届出を行うにあたり、認定対象者の雇用保険又は公務員の失業者退職手当

について以下の通り誓約いたします。

誓約年月日 令和 年 月

昭和
平成
令和

男

⼥


